
はじめに

我が国の高齢化は世界に類を見ないスピードで

進展していると指摘されており、高齢世帯のウェ

イトは人口比率においてのみならず経済において

も高まりつつある。このような中、もはや高齢世

帯は昔イメージされたような「弱者」ではなく、

ゆとりのある「活力ある高齢化」（Active Aging）

世代１として、若年層とともに社会を支えていく

重要な主体の一つになることが期待されている。

郵政研究所は平成１０年１１月、６回目になるアン

ケート調査「家計における金融資産選択に関する

調査」２を実施した。この結果を用いて、本稿では

「高齢世帯のゆとり」を平均現役世帯と同程度の

生活を送ることができることと定義して、現時点

では高齢世帯にゆとりがあると言えるのかについ

て検討する。

分析を行うにあたって、以下では、世帯主年齢

６０歳未満の世帯を現役世帯、世帯主年齢６０歳以上

の世帯を高齢世帯３と呼ぶことにする。さらに高

齢世帯を、自営業、パート等も含め世帯主が職を

持っている有職高齢世帯と、世帯主が職を持って

いない（配偶者のみが職を持っている世帯も含む）

無職高齢世帯とに分類する。有効サンプル３，７５４

世帯中の比率および平均年齢は、現役世帯（無職

世帯を除く）が６５％で４４．２歳、有職高齢世帯が

２２％で６５．４歳、無職高齢世帯が１６％で６８．８歳であ

る。

１ 手取り収入４と就労形態

世帯主の就労形態としては、現役世帯では民間

企業・官公庁などへの常勤が７８％、農業・漁業を

含む自営業・個人経営が２０％、パート・アルバイ

トが２％となっている。一方、有職高齢世帯では、

常勤が３０％、自営業が５０％、パートが２０％と現役

世帯とは大きく異なっている。有職高齢世帯にお

いて自営業・個人経営の比率が大きいのは、定年

によってサラリーマン世帯の割合が大幅に減少し

ているからだと考えられる。

配偶者が就業している世帯は、現役世帯で５５％
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１ 厚生省「厚生白書」（平成１１年度版）によれば、１９９７年のデンバー・サミットの共同コミュニケに示された、とある。
２ 郵政省郵政研究所「家計における金融資産選択に関する調査」について：本調査は全国の世帯主年齢２０歳以上８０歳未満の世帯（単
身世帯を含む）から無作為抽出した６千世帯を対象として、金融自由化の進展、家族のあり方の変容、人口構成の高齢化など金
融・経済・社会環境が変化する状況下における金融資産選択を中心とする家計行動の実態を意識と現状の両面から明らかにする
ことを目的とするものである。この調査は、昭和６３年以来２年毎に委託実施しており、平成１０年度調査が６回目となる。

３ 本調査の有効回答３，７５４世帯中、高齢世帯は１，１７７世帯、３０％強を占める。そのうち１人暮らし世帯は１０％弱あり、全世帯比では
３％弱である。全世帯の１５％弱ある２人暮らしの高齢世帯では、そのうち９０％強が世帯主と配偶者の２人暮らしであり、世帯主、
配偶者ともに６０歳以上の世帯も７０％ある。

４ 収入、支出、借入、貯蓄については、異常値を除外して集計した。

９５ 郵政研究所月報 １９９９．１１



0 20 40 60 80 100

その他�

収入なし�

公的年金�

資産の収入�

事業収入�

給与収入�

現役世帯�

有職高齢世帯�
無職高齢世帯�

（％）�

（常勤１８％、自営９％、パート２８％）、有職高齢

世帯で５３．５％（常勤８％、自営２８％、パート１８％）、

無職高齢世帯では１９％（常勤３．５％、自営３．５％、

パート１２％）あった。有職高齢世帯の共働きであ

る割合は半数を超え、現役世帯のそれとほぼ同じ

であることがわかる。

次に、収入源別の割合と手取り収入額（税・社

会保険料を除く）を比べてみる。

まず、図１は、世帯主と配偶者による主な収入

源を複数回答で問うた結果である。現役世帯では

給与収入、有職高齢世帯では給与収入と公的年金、

無職高齢世帯では公的年金がそれぞれ主な収入源

とされており、就業形態と整合的な結果が得られ

ている。無職高齢世帯においては公的年金を頼り

にしている世帯の多いことがよくわかる。

平均手取り収入月額は表２のとおりである。

（ ）外の数字は世帯平均、（ ）内の数字は世

帯人員１人当たりの平均である。１世帯当たりの

１ヶ月の平均手取り収入額は、現役世帯で約５０万

円、有職高齢世帯で約４１万円、無職高齢世帯で約

２６万円、１人当たりの平均手取り収入月額は現役

世帯で約１６万円、有職高齢世帯が約１６万円、無職

高齢世帯が約１２万円となっている。これを見ると、

有職高齢世帯は現役世帯と比べて８０～９０％と遜色

ない収入を得ているのに対し、無職高齢世帯では

現役世帯の５０～６０％に過ぎないことがわかる。

２ 生活費としての支出

次に、生活費としての支出について見てみよう。

表３は１世帯当たりの平均支出月額を示したも

ので、（ ）内は世帯人員１人当たりの平均を示

す。世帯平均ベースでは現役世帯と有職高齢世帯

図１ 収入の種類（複数回答）

表２ １世帯当たりの平均手取り収入月額

平均収入月額 平 均 値 一 人 暮 ら し 二 人 暮 ら し 三 人 以 上

現役世帯 （万円） ５０．４（１５．３） ２８．０ ４７．４（２３．７） ５２．２（１３．２）

有職高齢世帯 （万円） ４１．４（１５．８） ２６．５ ４３．１（２１．５） ４１．５（１０．９）

無職高齢世帯 （万円） ２６．１（１２．２） １８．１ ２６．８（１３．４） ２８．６（８．０）

有高／現役 （％） ８２．２（１０３．１） ９４．７ ９０．８（９０．８） ７９．４（８２．９）

無高／現役 （％） ５１．９（７９．５） ６４．８ ５６．５（５６．５） ５４．７（６０．６）
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が２９万円でほぼ同じ額、１人当たり平均ベースで

は有職高齢世帯と無職高齢世帯が１０万円でほぼ同

じ額になっている。一見すると、各グループ間で

ほぼ同等の支出がなされているように見えるが、

その内訳は相当異なっているいると考えられる。

残念ながら本調査では、費目の内訳については一

部しか分からないが、世帯主の健康状態を尋ねて

いることから医療費に対する支出についてひとつ

の推測ができる。世帯主が健康であるとしている

世帯は、現役世帯で９４％、有職高齢世帯で８５％な

のに対して、無職高齢世帯では６８％に減少する。

このことは、無職高齢世帯の生活費の占める医療

費支出の割合が他グループよりも高い世帯が多い

可能性があることを示している。他グループに比

べて相対的に収入の低い無職高齢世帯では、医療

費が家計を圧迫する要因になっている可能性があ

る。他方、有職高齢世帯は、現役世帯とほとんど

遜色無い生活費を支出している。高齢者の消費水

準は現役世代と比較しても低くないことを指摘す

る文献も幾つか存在する５が、我々の調査でも、

少なくとも有職世帯については同様の傾向を読み

とることができる。

３ 借入

現役世帯の約半数、有職高齢世帯の３０％強、無

職高齢世帯の１０％が借入金を保有している。借入

金保有世帯の借入額は、現役世帯で１，２９５万円、

有職高齢世帯が９５８万円、無職高齢世帯が７９５万円

となっている。過去一年間の返済額は、現役世帯

が１７４万円（平均月額１４．５万円）、有職高齢世帯が

１５４万円（同１３万円）、無職高齢世帯が１２３万円（同

１０万円）であった（借入金を保有している無職高

齢世帯のうち８割が収入のある子供との同居であ

る）。

種目別では図４のとおり、各グループとも住宅

の購入・増改築用の借入金を保有する世帯が最も

多い。無職高齢世帯の約５分の１の世帯では、生

活費および医療・介護費などの不時の出費での借

入金を保有している。これらのための予備的貯蓄

の不足あるいは社会保障制度が有効に働いていな

い可能性があると考えられる。

返済完了予定平均年齢（借入金保有世帯の平均

年齢）は現役世帯が５８歳（４５歳）、有職高齢世帯

が７４歳（６５歳）、無職高齢世帯が７６歳（６７歳）と

なっている。希望退職年齢が現役世帯は平均６４歳

（中央値６５歳）、有職高齢世帯は平均７１歳（中央

値７０歳）であるから、退職後もしばらくは返済が

続く世帯もあるということである。

４ 貯蓄および実物資産（持ち家）

保有している貯蓄総額は、現役世帯が８８６万円、

有職高齢世帯が１，４９５万円、無職高齢世帯が１，４３３

表３ １世帯当たりの平均支出月額

平均支出月額 平 均 値 一 人 暮 ら し 二 人 暮 ら し 三 人 以 上

現役世帯 （万円） ２９．３（ ８．８） １６．５ ２５．５（１２．７） ３０．８（ ７．７）

有職高齢世帯 （万円） ２９．２（１０．６） １７．２ ２６．９（１３．５） ３１．８（ ８．０）

無職高齢世帯 （万円） ２４．０（１０．８） １６．０ ２３．５（１１．７） ２８．０（ ７．３）

有高／現役 （％） ９９．５（１２０．７） １０４．３ １０５．７（１０５．７） １０３．５（１０４．８）

無高／現役 （％） ８１．７（１２２．８） ９６．９ ９２．０（９２．０） ９０．９（９５．２）

５ 例えば、武藤（１９９９）第７章参照。
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万円となっている（図５）。本稿の趣旨では、貯

蓄額に関して現役世帯と高齢世帯とを比較するこ

とに意味をなさないので高齢世帯のみを見てみる

と、無職高齢世帯は有職高齢世帯とほぼ同じ額の

貯蓄を有している。もし仮に、これまで見てきた

とおり有職高齢世帯がこの貯蓄額で現役世帯と同

程度の生活をしているとするならば、無職高齢世

帯の方が収入源が少ない分、貯蓄を取り崩してい

る世帯が多いはずである。そこで貯蓄状況（図６）

に目を移すと、有職高齢世帯は現役世帯とほぼ同

じ割合であること、無職高齢世帯では他の２グ

ループと比べて「定期的に貯蓄をしている」世帯

が半分以下、「貯蓄を取り崩している」世帯が倍

あることがわかる。

次に、実物資産について見てみよう。図５に示

した実物資産のうち、現在居住している土地・建

物は、現役世帯の６３％、有職高齢世帯の８９％、無

職高齢世帯の８２％が保有している（図７）。持ち

家保有世帯における調査時点での土地・建物の平

均評価額は、現役世帯が３，３５２万円、有職高齢世

図４ 種目別借入金保有割合

図５ 貯蓄の種類
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帯が３，８７１万円、無職高齢世帯が３，２１３万円となっ

ていて、各グループとも平均で３，０００万円を超え

ている。

まとめ

以上のことを踏まえて、高齢世帯にはゆとりが

あると言えるのかを検討したい。

まず、有職高齢世帯については、

１．手取り収入は現役世帯の８０～９０％ある

２．生活費は現役世帯とほぼ同じ程度であり、

一人当たりでは現役よりも２割多い

３．借入金のある世帯は有職高齢世帯全体の約

３分の１で、額は現役世帯の７４％程度である

４．貯蓄は取り崩し状況から考えて、平均的な

生活を営んでいる限り、貯蓄額に不足はない

と思われる

５．持ち家保有率は９割近くあり、平均評価額

は３，８００万円程度である

ことから、有職世帯は現役時代の生活レベルをあ

まり落とすことなく生活していると想像される。

ほぼ現役並の経済力があると言ってよいだろう。

次に、無職高齢世帯については、

１．手取り収入は現役世帯の５０～６０％である

２．生活費は８０～９５％程度で、一人当たりでは

９０～１２０％とやや現役世帯に迫る

３．借入金のある世帯は無職高齢世帯全体の約

１０％で、額は現役世帯の６０％程度である。ま

た、生活費や医療・介護費などのための借入

金を保有している世帯が約５分の１あり、他

の２グループ比べ突出している

４．貯蓄を定期的にできる世帯は現役に比べ半

分以下で、逆に取り崩しをしている世帯は約

図７ 持ち家所有率

図６ 貯蓄状況
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５．持ち家保有率は８割を超え、平均評価額は

３，２００万円程度である

ことから、現役世帯と同程度のゆとりがあるとは

考えられない。

しかし、いずれにおいても、流動的な資産とな

る潜在的可能性を持つ実物資産を保有する世帯の

割合が大きいことから、この実物資産をまだ利用

していない金融資産とみなせば、これをゆとりと

呼ぶことができるかもしれない。

おわりに

一口に高齢世帯と言っても様々な形態の世帯が

ある。本調査で見る限り、有職高齢世帯について

はある程度のゆとりがあると考えることが出来よ

う。課題を提起してくれるのは、相対的に弱者と

なってしまっている無職高齢世帯である。

無職高齢世帯はその収入源のほとんどを公的年

金に依存しており（図８）、しかも支出のうち医

療費に割く割合は低くないと考えられる。また有

職高齢世帯も、自らの健康状態によっていつ無職

になるか分からないというリスクを抱えているこ

とから、ニーズに応じた医療・介護および社会保

障制度の整備が非常に重要であると言える。

フローベースでの無職高齢世帯の生活は確かに

厳しいが、ストックを有効に活用することにより

資金を賄うなど工夫の余地は残されている。日本

の家計においては居住用住宅の形での実物資産の

蓄積がよく指摘されており、有職／無職を問わず、

本調査でもその実態を読みとることが出来る。例

えばこれをリバース・モーゲージ６等の利用で金

融資産として使えるようにすれば、無職世帯に

とっても有効な生活の財源となるだろう。中川

（１９９９）でも同様の指摘がなされている。

一方、高齢世帯にもかかわらず共働きを含め約

半数が就業しているという事実は、「活力ある」

高齢者像を反映しており希望が持てる。定年制の

延長など雇用環境が整えば、常勤の人々の割合も

増え、全体として有職高齢世帯の割合が増えるか

もしれない。そうなれば、さらに多くの高齢世帯

が現役世帯に近い、あるいはそれ以上の生活を送

れるようになるだろう。

以上のような、現時点で利用可能な資源を有効

に活用するといった身近なところからの工夫の余

図８ 公的年金で生活費を賄っている程度

６ リバース・モーゲージ（逆抵当ローン―特に高齢者の資産を対象にしている場合が多い）とは、資産の大半を占める居住用資産
（住宅・宅地等）を担保に定期的に資金を受取、死亡時にこの担保物件を処分することにより、一括して返済するという不動産
資産転換プランのことをいう。通常、不動産を資金化する方法としては、不動産の売却（譲渡税等の支払い、転居が必要）や不
動産を担保とした借入（月々のローン返済が必要）があるが、リバース・モーゲージという不動産転換プランでは、転居が不要
でかつ月々のローン返済も不要であるというメリットがある。日本では、現状、武蔵野市や世田谷区をはじめとする全国１３の自
治体と、信託機能を有する主な金融機関で取り扱われている。
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地が残されていることから、高齢世帯の「ゆとり」

はまだまだ成長途中であり、これから大きく膨ら

む可能性を秘めていると言えよう。
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